
登録番号 氏名又は名称 代表者の氏名（法人の場合） 住所

東北一不第１号 伊藤　栄明 宮城県塩釜市

東北一不第５号 丸文松島汽船株式会社 代表取締役　佐藤　昭夫 宮城県塩竈市海岸通６番２号

東北一不第１１号 岩田　良浩 宮城県塩竈市

東北一不第12号 塩竃市 塩竃市長　佐藤　光樹 宮城県塩竈市旭町１番１号

一般不定期航路事業者登録簿一覧表（本局管轄）



第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

第三十一えびす屋丸 12 235-17604

か も め Ⅲ 13 210-3036

係留施設の名称及
び 位 置

塩釜籬港東部岸壁（宮城県塩釜市新浜町１丁目１０）

使用する船舶に関
す る 事 項

船 舶 の 名 称 総 ト ン 数
船舶番号又はこれ
に 代 わ る 番 号

代 表 者 の 氏 名
（ 法 人 の 場 合 ）

住 所 宮城県塩釜市

航路の起点、寄港
地及び終点又は航
行 す る 水 域

塩釜籬港を起点に宮城県沿岸

氏 名 又 は 名 称 伊藤　栄明

一 般 不 定 期 航 路 事 業 者 登 録 簿

登 録 番 号 東北一不第1号

登 録 年 月 日 令和7年5月22日



第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

氏 名 又 は 名 称 丸文松島汽船株式会社

一 般 不 定 期 航 路 事 業 者 登 録 簿

登 録 番 号 東北一不第5号

登 録 年 月 日 令和7年7月22日

代 表 者 の 氏 名
（ 法 人 の 場 合 ）

代表取締役　佐藤　昭夫

住 所 宮城県塩竈市海岸通６番２号

航路の起点、寄港
地及び終点又は航
行 す る 水 域

塩釜港～塩釜港
塩釜港～浦戸諸島各港～塩釜港

係留施設の名称及
び 位 置

塩釜港西埠頭観光桟橋（宮城県塩竈市港町一丁目４番１号）
桂島桟橋（塩釜市桂島港）

野々島桟橋（塩釜市野々島港）
寒風沢桟橋（塩釜市寒風沢港）
朴島桟橋（塩釜市朴島港）

使用する船舶に関
す る 事 項

船 舶 の 名 称 総 ト ン 数
船舶番号又はこれ
に 代 わ る 番 号

は や ぶ さ 19 243-37196

は や ぶ さ ３ 19 243-36370

な の は な ま る 19 271-32335



第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

祐 貴 Ⅱ 14 230－23754

係留施設の名称及
び 位 置

浦田漁港岸壁（鹿児島県西之表市国上）
西之表港岸壁（鹿児島県西之表市）

葉山港岸壁（鹿児島県西之表市馬毛島）

使用する船舶に関
す る 事 項

船 舶 の 名 称 総 ト ン 数
船舶番号又はこれ
に 代 わ る 番 号

代 表 者 の 氏 名
（ 法 人 の 場 合 ）

住 所 宮城県塩竃市

航路の起点、寄港
地及び終点又は航
行 す る 水 域

西之表港～葉山港

氏 名 又 は 名 称 岩田　良浩

一 般 不 定 期 航 路 事 業 者 登 録 簿

登 録 番 号 東北一不第1１号

登 録 年 月 日 令和7年9月9日



第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

令和7年9月29日

宮城県塩竈市旭町1番1号

塩竈市長　佐藤　光樹

氏 名 又 は 名 称

一 般 不 定 期 航 路 事 業 者 登 録 簿

東北一不第12号登 録 番 号

登 録 年 月 日

住 所

代 表 者 の 氏 名
（ 法 人 の 場 合 ）

塩竈市

（１）浦戸渡船事業
①野々島・桂島・石浜

②野々島・寒風沢島・朴島

（２）旅客船によるイベント運航
【往路】塩竃港～桂島～野々島～石浜～寒風沢～朴島

【復路】朴島～野々島～塩竃港

（１）浦戸渡船事業
【野々島・桂島・石浜（渡船航路）】

野々島浮桟橋（塩竈市浦戸野々島河岸地先）
桂島浮桟橋（塩竈市浦戸桂島字庵寺地先）
石浜浮桟橋（塩竈市浦戸石浜本石浜106）
【野々島・寒風沢・朴島（渡船航路）】

野々島浮桟橋（塩竈市浦戸野々島馬越地先）
寒風沢浮桟橋（塩竈市浦戸寒風沢湊地先）

朴島浮桟橋（塩竈市浦戸野々島字朴島宅地地先）

（２）旅客船によるイベント運航
マリンゲート塩釜（塩竈市港町1丁目4番1号）
桂島浮桟橋（塩竈市浦戸桂島字庵寺地先）
野々島浮桟橋（塩竈市浦戸野々島河岸地先）
石浜浮桟橋（塩竈市浦戸石浜本石浜106）
寒風沢浮桟橋（塩竈市浦戸寒風沢湊地先）

朴島浮桟橋（塩竈市浦戸野々島字朴島宅地地先）

航路の起点、寄港
地及び終点又は航
行 す る 水 域

船 舶 の 名 称 総 ト ン 数
船舶番号又はこれ
に 代 わ る 番 号

210-47416

す ず か ぜ 4.5 210-50020

し お じ

係留施設の名称及
び 位 置

使用する船舶に関
す る 事 項

第 一 う し お 丸 5 ト ン 未 満

64 130763


